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取手市立取手第一中学校ＰＴＡ会則  

 

第１章  総則 

第 １ 条 本会は取手市立取手第一中学校ＰＴＡと称し、事務所を取手第一中学校内に置く。 

 

第 ２ 条 取手市立取手第一中学校生徒の保護者、教職員及び本会の目的、事業に賛同協力しようと

する学校関係者を以て会員とする。 

 

第 ３ 条 本会は会員相互の親睦を図り、学校と家庭と社会の関係を密接にすると共に本校教育の向

上につとめ、生徒がより良い生活を営み、民主的、平和的、文化国家の建設に貢献する人

材の育成につくすことを目的とする。 

 

第 ４ 条  本会はその運営を如何なる党派又は会員の一部の利害及び会員の私情によって侵されては

ならない。 

 

第 ５ 条  本会はその目的を達成するために各種委員会を置き、下記の事業を行う。 

１．学校・家庭・社会の関係の密接化に関する事項 

２．教育の効果及び能率を向上させる為の学校設備施設の整備並びに環境の改善に関する事項 

３．生徒の校外生活指導に関する事項 

４．生徒の厚生保護衛生体育等の施設及び行事に関する事項 

５．教職員の研究助成に関する事項 

６．本会の財源を得る目的達成に必要な事項 

 

 

第２章  役員・顧問及び委員会 

第 ６ 条 本会に下記の役員及び会計監査２名を置く。 

     会長：１名  副会長：２名以上  幹事：２名以上  会計：２名以上  会計監査：２名 

     子育てネットワーク委員:１名以上 

但し、副会長、幹事、会計に、教職員会員からそれぞれ１名を置く。 

 

第 ７ 条  役員は保護者及び教職員たる会員の中より実行委員会で選考し、総会の承認により決定す

る。 

 

第 ８ 条  会長は本会を代表し会務を総理し、会議の議長となる。 

副会長は会長を助け、会長が不在の時はその代理となる。 

          幹事は会務を処理し、記録を保存する。 

          会計は収支を記録し、決算を作成する。 

          会計監査は会計を監査する。 

          役員の任期は１ヵ年とする。 

 

第 ９ 条  本会に下記の委員会等を置く。 

１．実行委員会 

２．常任委員会（各種専門委員会、一中サポーター、文化厚生委員会、校外指導委員会） 

３．特別委員会 
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第１０条 委員会の委員長及び委員の選出 

１．一中サポーター：各学年の学級数分の要員を選出し、一中サポーターを構成する。（但し、

同クラスから複数選出も可） 

２．文化厚生委員会：各学年の学級数分を選出し、文化厚生委員会を構成する。（但し、同クラ

スから複数選出も可） 

３．校外指導委員会 各学年の学級数分を選出し、校外指導委員会を構成する。（但し、同クラ

スから複数選出も可） 

４．委員長は実行委員会又は、委員の互選により選出してもよい。 

 

第１１条  実行委員会は事業遂行のために必要に応じて特別委員会を組織する。特別委員会はその任務

が終わった時に解散する。 

 

第１２条  実行委員会は役員（会長、副会長、幹事、会計）、一中サポーター有志、文化厚生委員長、

校外指導委員長を以って組織し、会務を審議しその運営の任にあたる。常任委員会は、随時

開き委員会の決定に基づいた会務を執行する。 

 

第１３条  本会に顧問を置く。顧問は前役員を戴く。顧問は実行委員会の諮問機関とする。尚、顧問の

任期は１ヵ年とする。 

 

 

第３章  会議 

第１４条  本会は下記の会議を開く。 

１．総会   ２．実行委員会 

 

第１５条 総会は本会の最高決議機関で年度始めに会長が召集する。但し、会長が必要と認めた時及び

実行委員会又は会員の３分の１以上の要請ある場合は開くことができる。 

総会に付議する主要事項は次の通りである。 

１．役員承認の件               ２．会則の承認の件       

３．予算の決議及び決算の承認      ４．事業計画の審議決定   

５．その他必要と認められた事項 

 

第１６条 実行委員会は会長が必要と認めたときに召集し、その任務は下記の通りとする。 

１．事業計画及び予算の審議        ２．決議の審議 

  ３．総会に付議又は報告すべき事項の審議  ４．その他運営に必要な事項 

 

 

第４章 会計 

第１７条 会の経費は会費・寄付金及び事業収入を以って之にあてる。 

     会費は本会の会員１世帯につき月額２３０円として毎月徴収する。 

 

第１８条 本会の会計年度は４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

第１９条 基金、会費、その他の金銭は、本会の名義で確実な金融機関に預け保管する。 
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付 則 

１．本会則は平成２４年４月１日より実施する。 

２．一部改正 平成２６年４月１２日より実施する。 

３．一部改正 平成２８年４月１６日より実施する。 

４．一部改正 平成３０年４月１４日より実施する。 

５．一部改正 平成３１年４月１３日より実施する。 

６．一部改正 令和２年４月１１日より実施する。 

７．一部改正 令和４年４月８日より実施する。 

８．一部改正 令和５年４月１０日より実施する。 

９．一部改正 令和６年４月１３日より実施する。  
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取手市立取手第一中学校ＰＴＡ慶弔及びＴ会員のせん別贈呈に関する規則 

 

第 １ 条 取手市立取手第一中学校ＰＴＡの会員、生徒に関する慶弔及びＴ会員のせん別贈呈について

は、この規則より実施する。 

 

第 ２ 条 慶弔に関する事項 

１．Ｐ会員及び生徒が死亡したときは香料５,０００円並びに生花一基（又はそれに代わるもの）

を贈り弔意を表し、ＰＴＡ代表が参列する。 

 

２．Ｔ会員及びその配偶者が死亡したときは香料５，０００円並びに生花一基（又はそれに代わ

るもの）を贈り弔意を表し、ＰＴＡ代表が参列する。 

 

３．Ｔ会員が結婚したときは１０,０００円の記念品代を贈り敬意を表する。 

 

４．Ｔ会員又は生徒が学校行事又は会務により負傷し１ヶ月以上の入院を要したときは、見舞金 

５，０００円を贈る。 

 

５．会員が会務により負傷したときは役員会（各単Ｐの役員会）の決定に基づいて見舞金を贈る。 

 

６．不時の災害等に依って会員が重大な損害を受けた時は、５の項を適用する。 

 

７．ＰＴＡの発展について功労があった者に対して感謝状、記念品等を贈る場合も前項を準用す

る。 

 

第 ３ 条 Ｔ会員が転勤または退職したときは、役員会の決定により記念品を贈ることが出来る。 

 

第 ４ 条 慶弔費は、会員１世帯につき月額２０円として毎月徴収し、別途積み立てる。 

 

第 ５ 条 本規定の摘要金額は、状況により実行委員会の協議により、改めることができる。 

 

第 ６ 条 本規定により贈呈した慶弔に関する金品についての返礼は一切受けないものとする。 

 

第 ７ 条 本会の会費は、上記規定以外でも実行委員会で承認されれば、ＰＴＡ会員及び生徒の教育活

動にも充てることができる。 

 

付 則 

１．本規則は平成２４年４月１日より実施する。 

２．一部改正 令和２年４月１１日より実施する。 
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取手市立取手第一中学校後援会会則 【削除：第２号議案】 

 

第 １ 条 本会は、取手市立取手第一中学校後援会という。 

 

第 ２ 条 本会の事務所は、取手市立取手第一中学校内に置く 

 

第 ３ 条 本会は、取手市立取手第一中学校の部活動振興に寄与することを目的とする。 

 

第 ４ 条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

１．部活動で使用する施設・設備の改善を助成すること。 

２．生徒の部活動に関する改善を助成すること。 

３．その他、部活動に関して必要を認めたこと。 

 

第 ５ 条 本会の会員は、本会の目的に賛同したもので次の通りとする。 

１．一般会員 生徒の保護者 

２．賛助会員 生徒の保護者以外の者 

 

第 ６ 条 本会に次の役員を置く。取手市立取手第一中学校ＰＴＡ役員が兼任するものとする。 

会長：１名  副会長：２名以上  幹事：２名以上  会計：２名以上  会計監査：２名 

 

第 ７ 条 会長は本会を代表し会務を総理し、会議の議長となる。 

副会長は会長を助け、会長が不在の時はその代理となる。 

幹事は会務を処理し、記録を保存する。 

会計は収支を記録し、決算を作成する。 

会計監査は会計を監査する。 

 

第 ８ 条 本会に委員会を置く。委員会は役員及び取手市立取手第一中学校ＰＴＡの実行委員会を以

って組織し、会務を審議しその運営の任に当たる。 

 

第 ９ 条 本会に次の会議を置く。 

   １．総会   ２．委員会 

 

第１０条 総会は、毎年１回会長が召集する。但し、必要に応じ臨時に総会を開くことができる。 

 

第１１条 総会に付議する事項は次の通りである。 

１．会則の変更       ２．予算の決議及び決算の承認 

３．事業計画の決定     ４．その他運営に必要な事項 

 

第１２条 委員会は会長が必要と認めたときに召集し、その任務は下記の通りとする。 

１．総会の決議事項      ２．総会に提出する議案の作成 

３．その他運営に必要な事項 

 

第１３条 本会に顧問を置く。顧問は前役員を戴く。顧問は実行委員会の諮問機関とする。 

尚、顧問の任期は１ヵ年とする。 
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第１４条 本会の経費は会費及び寄付金、その他の収入をもって充てる。 

 

第１５条 会費は本会の目的に賛同した会員１世帯につき月額７００円として毎月徴収する。 

 

第１６条 本会の会計は特別会計とし、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

付 則 

１．会則は平成２４年４月１日より実施する。 

             ２．一部改正 平成２６年４月１２日より実施する。 

             ３．一部改正 平成３０年４月１４日より実施する。 

             ４．一部改正 令和２年４月１１日より実施する。 

   ５．一部改正 令和５年４月１０日より実施する。 

   ６．一部改正 令和６年４月１３日より実施する。 
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令和７年度事業報告 

【本部および実行委員会活動報告】 

 
 

【一中サポーター活動報告】 

 
 

  

日付 曜日 事　業　名 場所(予定)

2025/4/9 水 【取手一中】入学式 取手一中体育館

4/12 土 【取手一中】PTA総会 取手一中体育館

5/7 水 【取手一中】見守り活動 登校経路各地点

5/15 木 【市Ｐ連】総会、第１回運営委員会 グリーンスポーツセンター

6/4 水 【取手一中】見守り活動 登校経路各地点

6/7 土 【取手一中】第１回　PTA実行委員会 取手一中PTA室

7/2 水 【取手一中】見守り活動 登校経路各地点

7/26 土 【市Ｐ連】指導者研修会 グリーンスポーツセンター

9/3 水 【取手一中】見守り活動 登校経路各地点

9/6 土 【取手一中】第２回　PTA実行委員会 取手一中PTA室

9/25 木 【市Ｐ連】第２回運営委員会 グリーンスポーツセンター

10/1 水 【取手一中】見守り活動 登校経路各地点

10/2 木 【取手一中】体育祭 取手一中グランド

11/5 水 【取手一中】見守り活動 登校経路各地点

11/12 水 【取手一中】輝風祭 取手市民会館

11/24 月 【市Ｐ連】教育懇談会 取手福祉会館

12/3 水 【取手一中】見守り活動 登校経路各地点

12/6 土 【取手一中】第３回　PTA実行委員会 取手一中PTA室

2026/1/14 水 【取手一中】見守り活動 登校経路各地点

1月 【取手一中】役員選考調査期間 Forms

1/30 金 【取手一中】新入生説明会 取手一中体育館

2/4 水 【取手一中】見守り活動 登校経路各地点

2/5 木 【市Ｐ連】第３回運営委員会 グリーンスポーツセンター

2/20 金 【取手一中】立志式 取手一中体育館

3/4 水 【取手一中】見守り活動 登校経路各地点

3/7 土 【取手一中】第４回　PTA実行委員会、役員選考委員会 取手一中PTA室

3/10 火 【取手一中】卒業式 取手一中体育館

3/23 月 【取手一中】会計監査 取手一中PTA室

日付 曜日 事　業　名 場所

2025/4/12 土 一中サポーター選出 体育館

11/11 火 文化祭（輝風祭）の舞台準備 取手市民会館

11/12 水 文化祭（輝風祭）での保護者誘導、駐車場誘導 取手市民会館

2026/1/30 金 新入生保護者説明会での受付 体育館

4回／年 土 実行委員会に出席（有志） 取手一中PTA室
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令和７年度決算報告書並びに会計監査報告の承認：【第１号議案】 

（１） 令和７年度  PTA会計決算報告 
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（２） 令和７年度  後援会費決算報告 

 
 

 

（３） 令和７年度 特別会計決算報告 
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（４） 令和７年度  慶弔費決算報告 

 
 

 

 

（５）令和７年度 会計監査報告 

 令和７年度・取手第一中学校ＰＴＡ本会計、後援会会計、特別会計、慶弔費会計に関して、令和７ 

年３月２３日、午後４時より取手第一中学校会議室において、厳正に監査を実施致しました。その結

果、今回の内容は全て出納帳に記載され領収書等の書類も全て揃っており、いずれも適正に処理され、

間違いなく会計が行われていたことをここにご報告致します。 

 

 

            令和８年３月３１日 

取手市立取手第一中学校ＰＴＡ会計監査  中川 秀子 (押印省略) 

                   登坂  恵  (押印省略) 
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役員承認：【第３号議案】 

令和８年度 取手第一中学校ＰＴＡ役員及び会計監査 （案） 

 

職  名 氏   名 備  考 

会  長 矢崎
や さ き

 崇
たかし

 （ ２ 年 ） 

副 会 長 

 

（２名以上） 

 

岩
いわ

 澤
さわ

 信
しん

 （ ２ 年 ） 

柿沼
かきぬま

 真一
しんいち

 （ ２ 年 ） 

青木
あ お き

 朝子
あ さ こ

 （ ３ 年 ） 

川島
かわしま

 伸
しん

介
すけ

 学校職員 

幹  事 

 

（２名以上） 

内田
う ち だ

 さやか （ １ 年 ） 

松
まつ

﨑
ざき

 祥子
しょうこ

 （ １ 年 ） 

北村
きたむら

 達則
たつのり

 学校職員 

会  計 

 

（２名以上） 

本多
ほ ん だ

 遊行
ゆぎょう

 （ １ 年 ） 

腰
こし

川
かわ

 泰子
や す こ

 学校職員 

 

会 計 監 査 

（２ 名） 

沼口
ぬまぐち

 絵里伽
え り か

 （ ３ 年 ） 

登坂
と さ か

 恵
めぐみ

 （ ２ 年 ） 

 

上記の通り提案致します。 

令和８年４月１８日   取手市立取手第一中学校選考委員長 岩澤 信
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令和８年度事業計画：【第４号議案】 

【本部及び実行委員会事業計画】 

 

 

【一中サポーター活動計画】 

 

  

令和８年度　  取手一中PTA事業計画   
日付 曜日 事　業　名 場所(予定)

2026/4/9 木 【取手一中】入学式 取手一中体育館

4/18 土 【取手一中】PTA総会 取手一中体育館

5/7 木 【取手一中】見守り活動 登校経路各地点

5/14 木 【市Ｐ連】総会、第１回運営委員会 グリーンスポーツセンター

6/4 水 【取手一中】見守り活動 登校経路各地点

6/6 土 【取手一中】第１回　PTA実行委員会 取手一中PTA室

7/1 水 【取手一中】見守り活動 登校経路各地点

7/25 土 【市Ｐ連】指導者研修会 グリーンスポーツセンター

9/2 水 【取手一中】見守り活動 登校経路各地点

9/5 土 【取手一中】第２回　PTA実行委員会 取手一中PTA室

9/24 木 【市Ｐ連】第２回運営委員会 グリーンスポーツセンター

10/7 水 【取手一中】見守り活動 登校経路各地点

10/8 木 【取手一中】体育祭 取手一中グランド

11/4 水 【取手一中】見守り活動 登校経路各地点

11/20 金 【取手一中】輝風祭 取手市民会館

12/2 水 【取手一中】見守り活動 登校経路各地点

12/5 土 【取手一中】第３回　PTA実行委員会 取手一中PTA室

12月 【市Ｐ連】教育懇談会 未定

2027/1/13 水 【取手一中】見守り活動 登校経路各地点

1月 【取手一中】役員選考調査期間 Forms

1/25 月 【取手一中】新入生説明会 取手一中体育館

2/3 水 【取手一中】見守り活動 登校経路各地点

2/4 木 【市Ｐ連】第３回運営委員会 グリーンスポーツセンター

2/15 金 【取手一中】立志の集い 取手一中体育館

3/3 水 【取手一中】見守り活動 登校経路各地点

3/6 土 【取手一中】第４回　PTA実行委員会、役員選考委員会 取手一中PTA室

3/未定 【取手一中】卒業式 取手一中体育館

3/末 【取手一中】会計監査 取手一中PTA室

令和８年度　  一中サポーター活動計画

日付 曜日 事　業　名 場所

2026/4/18 土 一中サポーター選出 体育館

11/19 木 文化祭（輝風祭）の舞台準備 取手市民会館

11/20 金 文化祭（輝風祭）での保護者誘導、駐車場誘導 取手市民会館

2027/1/30 金 新入生保護者説明会での受付 体育館

4回／年 土 実行委員会に出席（有志） 取手一中PTA室
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令和８年度予算案の件：【第５号議案】 

（１） ＰＴＡ会計 
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（２） 後援会会計 

 

 

 

（３） 特別会計 
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（４） 慶弔費 

 

 

【来年度の学校徴収金について】 

後援会の削除に伴い、先日の PTA本部実行委員会において学校の徴収金について検討いたしました結

果、下記のように学校活動費と生徒会費の金額を変更いたしました。学校活動費は物価高騰のため、

生徒会費は部活動費と体育祭や輝風祭等の学校行事の充実運営のため、増額することとなりました。

下記納入予定金額をご参照いただき、ご了承のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 

上記のとおり提案致します。 

令和８年４月１８日    

 取手市立取手第一中学校ＰＴＡ会長  矢崎 崇(押印省略) 

月額 学年教材費 学校活動費 生徒会費 PTA会費 慶弔費 後援会費 合計

１年 30,000¥  2,400¥   1,800¥   2,760¥   240¥     8,400¥   45,600¥  

２年 20,000¥  2,400¥   1,800¥   2,760¥   240¥     8,400¥   35,600¥  

３年 18,000¥  2,400¥   1,800¥   2,760¥   240¥     8,400¥   33,600¥  

月額 200¥     150¥     230¥     20¥      700¥     

月額 学年教材費 学校活動費 生徒会費 PTA会費 慶弔費 後援会費 合計

１年 30,000¥  4,800¥  4,200¥  2,760¥   240¥     -¥      42,000¥ 

２年 20,000¥  4,800¥  4,200¥  2,760¥   240¥     -¥      32,000¥ 

３年 18,000¥  4,800¥  4,200¥  2,760¥   240¥     -¥      30,000¥ 

月額 400¥    350¥    230¥     20¥      -¥      

令和7年度　納入額（年額）

令和８年度　納入額（年額）


